
 

 

 

 

倉吉信用金庫 

 

パソコンをウイルスに感染させ、口座から不正に預金を引き出す被害が全国の金融機関

で発生しており、このような被害を未然に防止するため、当金庫では平成27年8月3日（月）

より法人インターネットバンキング（以下、法人ＩＢといいます。）における当日指定の資

金移動取引を停止させていただきます。 

これに伴い、上記の取扱いに拘わらず、ご希望により「事前登録方式」によって登録さ

れた振込先については、当日指定の資金移動の取扱いを可能とする機能を平成 27 年 8 月 24

日（月）より提供させていただきますので、お知らせします。 

 

《事前登録方式とは》 

・事前登録方式は、インターネット上からは振込先情報の登録・変更を行わないため、

万一、お客さまのパソコンがウイルスに感染した場合でも、振込先情報を改ざんされ

るリスクを回避できます。（振込先情報の登録は当金庫が行います。） 

・事前登録方式により登録された振込先に対しては、従来どおり当日指定の資金移動を

取扱うことが可能です。都度指定方式により登録された振込先に対しては、当日指定

の資金移動を取扱うことはできません。（振込先情報の登録方式は、資金移動先口座選

択画面で確認いただけます。） 

・当金庫窓口へ「法人ＩＢ振込先口座事前登録依頼書」を提出していただく必要があり

ます。お客さまご自身による登録・修正・削除は行えませんので、振込先情報に変更

があった場合には、都度、依頼書を提出していただく必要があります。 

 

資金移動先口座選択画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本機能の利用を希望される場合、「法人ＩＢ振込先口座事前登録依頼書」を当金庫の法人

ＩＢホームページ「資料ダウンロード」から印刷していただき、窓口へ提出してください。 

《重要なお知らせ》 

「事前登録方式」によって登録した振込先に対する 

当日指定資金移動の取扱いを可能とする機能の提供について 


